
令和８年度　吉田・大田地区乗合タクシー利用料金改定実施要領（案） 

 

 

【改定理由】 

　　西武観光バス倉尾線が令和 8年 10 月に廃止予定であることから、これを利用してい 

　る上吉田地区住民及び特に移動が困難な住民の負担軽減と利便性の向上を図るとともに

更なる利用者拡大を目指す。 

 

 

【改定実施時期】　 

令和 8年 4月(予定) 

 

 

 

【改定内容】 
 

（1）利用料金 

         改定前　　　　片道 ５００円 

　　　　　改定後　　　　片道 ３００円 

　　 

 

（2）無料対象者　　   

　　　　改定前　　　　無し 

      改定後    　　障害者手帳所持者　 

 

 

【周知方法】    

吉田及び大田地区各町会に回覧するほか、障がい者福祉課窓口等で対象地区住民に 

チラシを配付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


